








３ 実習生受入れについて 

本財団のインターンシップ・プログラムは、前掲の基本方針の理念に賛同し、登録くださ

った受入先企業・団体(以下受入先)の方々と協同して運営しています。 

京都の大学・短期大学学生の人材育成プログラムとなりますようご協力をお願いします。 

 

(1) 受入先登録にあたっての条件 

  受入先登録にあたり、「インターンシップ受入れに関する規約」（Ｐ.16-17）をご確認く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶本財団のインターンシップ・プログラムは、教育活動の一環として実施しているため、

採用活動としての位置付けはご遠慮ください。 

 

第２条（規約の範囲） 

本規約は、公益財団法人 大学コンソーシアム京都（以下、「乙」という）が窓口

となって実施する下記のプログラムについて規定する。 

(1) ビジネスコース・パブリックコース 

(2) 長期プロジェクトコース 

 

第３条（受入れについて） 

１ 受入先企業・団体・機関（以下、「甲」という）は、原則として次に揚げる要件

を満たすものとする。 

(1) 法人格を有すること 

(2) 事務所と就業規則があること 

(3) 事業を５年以上継続していること 

(4) 実習生の指導に係る十分な人員を有すること 

(5) 実習場所および実習に必要な設備・機器の提供が可能なこと 

 

第４条（実習期間） 

 実習生の実習期間は、原則として第２条に定める各プログラムの内容に応じて、

次の各号のとおりとする。ただし、甲、乙及び実習生の協議のうえ、当該各号に定

める期間の範囲内で、実習期間を変更することができる。 

 (2)長期プロジェクトコース 講義計画に定める初回講義日の翌日からプロジェ

クト・プレゼンテーションの前日までの期間とする。なお、その期間は５か

月を超えるものとする。 

 

第７条（賃金等） 

 実習生に対する賃金、通勤手当等は、甲と乙が特に定めない限り、無報酬とする。 

インターンシップ受入れに関する規約（抜粋） 

























https://consortiumkyoto-internship.jp/
https://consortiumkyoto-internship.jp/to-company/



































